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高北国保病院
TEL 22-1166
FAX 22-2047

糖尿病教室のお知らせ

12 月 12 日 ( 木 ) 14 時～ 14 時 30 分

「整形外科に関するお話」

場所：高北病院 3 階会議室　

講師：和田院長

令和元年の締めくくりとして和田院長がお

話します。今年最後の教室となりますので、

ぜひお越しください。

参加者には、健康パスポートのヘルシーポ

イント ( グリーンシール ) を 1枚差し上げま

す。

インフルエンザの流行などにより、予告な

くお休みとなることがありますので予めご了

承ください。

健（検）診日 時間 健（検）診の種類

毎週木曜日
午前中

人間ドック
特定健診
がん検診

毎週火曜日 特定健診

特定健診を受けていないみなさんへ

( 特定健診とは 40 ～ 75 歳の方を対象とした健診です。)

①内科を定期受診されている方： 診察時に受けられます。主治医にご相談ください。

②特定健診のみ受けられる方： 毎週火曜日午前、木曜日の午前と午後に行っています。

　　　　　　　　　　　　　　　病院受付にて申し込みください。

なお、佐川町国保の方は、以下の日程でも受診できます。

※佐川町役場町民課で事前申し込みが必要です。

1．令和元年 12月 8日 ( 日 ) 午前 実施場所：高北病院

2．令和 2年 3月 8日 ( 日 ) 午前  実施場所：高北病院

薬の袋に書いてある「食前・食後・食間」は、

薬を飲むタイミングを示します。

「食前」とは、食事の20～30分前のことです。

胃の食べ物と混ざると、薬の効果が弱くなるた

めで、糖尿病の薬などは、食前に飲むことが多

くなります。「食後」とは、食後 30分以内のこ

とです。胃の食べ物は 30分くらいして徐々に

消化されます。刺激のある薬は、胃が荒れるの

で、胃に食べ物がある間に飲みましょうという

意味です。「食間」とは、食事をしてから 2時

間位してから飲むもので、食事の影響を受けや

すい漢方薬に主に記載します。

薬は、コップ 1杯 ( 約 150cc) の水か、ぬる

ま湯で飲むようにしましょう。水なしで飲むと、

薬がのどの奥や食道に貼り付いて粘膜を傷めて

しまうことがあります。お茶は鉄剤の吸収を阻

害し、鉄剤の効果を薄めます。ジュース(柑橘系)

や牛乳は飲料に含まれる成分が薬の代謝を阻害

し、薬が効き過ぎてしまいます ( 一部の降圧剤

や抗生剤など )。またコーヒーやカフェイン入

りの飲み物は、カフェイン入りの薬 ( 一部の頭

痛薬や風邪薬など ) と飲むと過剰になり危険で

す。アルコールと薬を一緒に飲むのはさらに危

険なので止めましょう。

教えてDr.！！　 内科部長　宮
みや

﨑
ざき

　聖
せ い や

也　医師

薬の飲み方について

−おしらせ

県では、鳥獣被害対策の担い手となる狩猟者の確保育成を目的として、以下のとおり狩猟免許試

験及び初心者講習会を開催します。イノシシ被害などでお困りの方は、この機会にぜひ狩猟免許を

取得してみませんか？

屋外の水栓柱や、むきだしになった水道管は、凍結により破裂することがあります。保温材を巻

くなど予防対策をしましょう。もし凍結した場合は、無理に蛇口をひねらず、露出している管や蛇

口にタオルなどを巻いて、その上からぬるま湯をゆっくりかけ、溶かしてください。ドライヤーな

どの温風を凍結した部分に当てて、溶かす方法もあります。

( 注 ) 水道管に直接熱湯をかけたり直火に当てたりすると蛇口や管が破裂するおそれがあります。

日頃からメーターボックス内あるいは付近にある自宅の止水栓が締まることをご確認いただき、

万が一、破裂したときは止水栓を締め、町指定の給水装置工事事業者に修繕を依頼してください。

＜注意事項＞

・土曜日・日曜日・祝日・年末年始の届出受理及び水道の開栓・休栓に係る作業は行っており

ません。なお業務時間は、8時 30分～ 12時、13時～ 17時 15分です。

・年末年始に水道の開栓・休栓・名義変更をする人は 12月 27 日 ( 金 ) までに水道係で手続

きをしてください。年始は 1月 6日 ( 月 ) から平常業務となります。

・休栓の届出をしないと、いつまでも料金が賦課されますのでご注意ください。

・開栓作業時にはお客様の立会いが必要です。

問産業建設課水道係　電話22-7713

・試験申請手数料5,200 円 ( 一部免除者は 3,900 円 )
※各試験日の 10日前までに高知県猟友会または高知県鳥獣対策課へ必着するよう申請してください。

＜申込方法＞
初心者講習会及び狩猟免許試験に申し込みをする場合は、下記まで問い合わせください。
※佐川町では初心者講習会費用 (10,000 円 ) の全額、診断書料の一部を補助する制度があります。
補助制度の詳細については、佐川町産業建設課へ問い合わせ下さい。予算に限りがありますので、
お早めにご連絡ください。

問高知県鳥獣対策課　電話088-823-9042
　高知県猟友会　電話088-856-6641

佐川中央猟友会事務局　電話22-1891（大山）
佐川町役場産業建設課　電話22-7708

・講習は 9時 30分から 17時まで ( 受付は 9時から )
・受講料 10,000 円 ( ※例題集・テキスト代含む )
※各試験日 10日前までに猟友会へ必着するよう申請してください。

初心者講習会の日程

狩猟免許試験の日程

狩猟免許試験及び初心者講習会のご案内

水道管の凍結にご注意 !!

日時 会場 免許の種類 申込先

12月 22日 ( 日 )10 時 安芸市民会館 わな猟
高知県鳥獣対策課

高知県猟友会
1月 25日 ( 土 )10 時 高知県立

ふくし交流プラザ

わな猟

1月 26日 ( 日 )10 時 第一種銃猟/第二種銃猟

日時 会場 講習内容 申込先

12月 15日 ( 日 )9 時 安芸市民会館 わな猟 佐川中央

猟友会1月 19日 ( 日 )9 時 高知県立ふくし交流プラザ 第一種銃猟・第二種銃猟・わな猟
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−おしらせ −おしらせ

軽自動車税　税制改正のお知らせ

身体障害者の軽自動車税 ( 種別割 ) の減免について

税制改正により、令和元年 10月 1日に「自動車取得税 ( 県税 )」が廃止され、新たに「環境性

能割」が導入されました。

環境性能割は、令和元年 10月 1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問

わず取得された車両 ( 取得価格が 50万円を超えるもの ) に対して、取得 ( 登録 ) 時に課税されます。

( 環境性能割の賦課徴収は高知県が行います。)

また、現行の軽自動車税は、「軽自動車税 ( 種別割 )」へと名称が変わります。

※減免の対象となる軽自動車の条件と障害の範囲が変わります

障害者手帳等の交付を受けている方、またはそのご家族の方で一定の要件を満たす場合には申請

により軽自動車税が減免されます。( ※申請は毎年必要です。)

減免となるのは、障害のある人 1人につき 1台です。自動車税 ( 普通車等県税 ) の減免を受ける

方は、対象となりません。

■減免の対象となる軽自動車の条件

※ 1 知的障害者及び精神障害者本人が運転する軽自動車は減免の対象から外れます。

■申請に必要な書類等

　　　　　①障害者手帳等　②免許証 ( コピー可 )　③印鑑 ( 認印で可 )

　　　　　④車検証　⑤納税通知書 ( 通知書が届いてから申請に来る方 )

　　　　　⑥個人番号カードまたは通知カード ( マイナンバー )

■減免の対象となる方の障害の範囲

左表の手帳の交付を受けている方で、「手帳及び障害の区分」欄に応じ、それぞれの「障害の級別」

欄に該当する障害のある方が減免の対象となります。左表に記載のない等級の方は対象となりませ

ん。

問税務課　電話22-7704

区分 所有者 運転者 使用目的

身体障害者

18歳以上 本人

本人 特に問わない

生計を一にする方

障害者の通学、通院、

通所のために月 4

回以上使用。

ただし、18 歳未満

の本人が運転車の場

合は、使用目的を特

に問わない。

18歳未満
本人または生計を一

にする方

本人または生計を一

にする方

知的障害者「A1」「A2」
本人または生計を一

にする方

生計を一にする方　

※ 1

精神障害者 1級（精神通院

医療の給付を受けている方）

本人または生計を一

にする方

生計を一にする方　

※ 1

身体障害者及び知的障害者、

精神障害者のみで構成され

る世帯

本人
障害者を常時介護す

る方

広告
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平成31年度(令和元年度)全国学力・学習状況調査結果の概要

1. 調査目的
・義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把
握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。

・学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。
・そのような取り組みを通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。

2. 実施日　平成 31 年 4月 18 日 ( 木 )

3. 調査内容
・全国の小学校 6年生と中学校 3年生の全ての児童生徒を対象に実施
　( 佐川町は小学校 6年生 80 名と中学校 3年生 84 名が調査に参加 )
・教科に関する調査は、小学校 6年生は国語・算数、中学校 3年生は国語・数学・英語 (4 技能 )
を出題。これまで、Ａ問題 ( 知識 ) とＢ問題 ( 活用 ) に分かれていたが、本年度から統合して出
題する新形式に変更となった。中学校英語も初めて実施された。
①身につけておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や、実生活において不可
欠であり常に活用できるようになっていることが望ましい知識・技能等

②知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や、様々な課題解決のための構想を立て実
践し評価・改善する力等

・生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査を実施

4. 学力調査の結果
⑴全国平均正答率を 100とした場合の佐川町の結果

①小学校

区分
国語 算数

理科
A( 知識 ) B( 活用 ) A( 知識 ) B( 活用 )

平成 28年度 105.5 98.6 108.0 99.2
平成 29年度 96.3 90.4 100.5 89.3
平成 30年度 94.6 90.1 91.8 89.3 88.9
平成 31年度 88.7 87.5

②中学校

区分
国語 算数

理科
英語①

聞く読む書く

英語②

話すA( 知識 ) B( 活用 ) A( 知識 ) B( 活用 )

平成 28年度 100.4 104.7 98.6 99.3
平成 29年度 90.4 88.6 89.8 89.4
平成 30年度 101.6 98.9 104.8 93.4 99.2
平成 31年度 111.4 110.8 107.6 130.5

⑵分析結果
①小学校
　小学校では全国と格差が拡大しており、学力の二極化が表れている。
　【国語】
　・漢字や接続詞のはたらきなど言語の知識・理解に課題がある。
　・文章から情報を読み取った上で、自分の考えをまとめることに弱さがある。
　【算数】
　・すべての領域において全国平均より低く、とりわけ量と測定において課題がある。
　・複数の情報から論理的に考察し、式や言葉を用いて記述することが苦手である。
②中学校
　中学校ではすべての教科において全国平均以上の正答率となり、基本的な力を身につけている。
　【国語】
　・すべての観点において全国平均を上回っており、特に書く能力は安定した力がついている。
　・国語への関心・意欲・態度が高く授業にも意欲的に取り組めている生徒が多いことがうかが

える。

　【数学】
　・すべての領域において全国平均を上回っており、安定した力がついている。
　・特に資料の傾向を読み取り、数学的な表現を用いて説明する「資料の活用」についての定着

が良好で、全国平均を大きく上回っている。
　【英語】
　・聞く、読む、書くの領域において全国平均を上回っており、特に書く力が大きく上回っている。
　・情報を整理し、自分の意見を形成して正しく伝えることに少し課題が見られる。

5. 質問紙調査の結果 ( 児童生徒質問紙 )
それぞれの質問に対して、「当てはまる・どちらかといえば当てはまる」「そう思う・どちらかと

いえばそう思う」など、肯定的な回答をした割合 (％ )

(1) 自分には、よいところがあると思いますか
佐川町小学生 全国小学生 佐川町中学生 全国中学生
85.1 81.2 76.2 74.1

(2) 将来の夢や目標を持っていますか
佐川町小学生 全国小学生 佐川町中学生 全国中学生
75.0 83.8 76.2 70.5

(3) 学校のきまり ( 規則 ) を守っていますか
佐川町小学生 全国小学生 佐川町中学生 全国中学生
83.8 92.3 98.8 96.2

(4) 朝食を毎日食べていますか
佐川町小学生 全国小学生 佐川町中学生 全国中学生
93.8 95.3 97.6 93.1

(5) 家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか
佐川町小学生 全国小学生 佐川町中学生 全国中学生
73.8 71.5 57.1 50.4

(6) 学校の授業以外に、普段 1日あたり 2時間以上勉強をしていますか
佐川町小学生 全国小学生 佐川町中学生 全国中学生
23.8 29.3 33.3 35.5

(7) 話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができていますか
佐川町小学生 全国小学生 佐川町中学生 全国中学生
73.8 74.1 91.7 72.8

(8) 地域や社会をよくするために何をすべきか考えることがありますか。
佐川町小学生 全国小学生 佐川町中学生 全国中学生
45.1 54.5 52.3 39.4

6. 学力向上対策
主体的・対話的で深い学びを実現するため、今回の調査結果を踏まえ、教育委員会と各小中学校

が連携して次のような取り組みを充実させ、小中学校でふるさと教育「さかわ未来学」を核として
一貫した学力向上対策を推進していきます。
⑴授業改善
①わかりやすい授業のため、学習の目標 ( めあて・課題 ) の明示と学習内容の振り返りの徹底
②思考力の育成のため、考える場面を意図的に取り入れた授業の展開
③自分の考えを整理し、伝え合うことで学びを深める授業の展開

⑵一人一人に応じた指導
①多様な子どもたちを支援するため、複数の教員等によるきめ細かな指導の充実
②学習内容の定着を図るため、放課後の個別指導の充実

⑶家庭学習
①学習習慣の定着のため、家庭と連携した自主学習の充実
②家庭学習の内容を充実させるため、授業とつなげた予習・復習の徹底

問教育委員会　電話22-1110



佐川町の給与・定員管理などの状況を公表します
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−おしらせ −おしらせ

12月4日 (水 )に、高知よさこい咲都合同庁舎で「くらしの悩みごと相談所」が開催されます。同会

場において、人権擁護委員が地域住民のみなさんの様々な悩みごとの相談をお受けします。みなさま、

お気軽にお越し下さい。

日時

12 月 4日 ( 水 )　

10時から 12時、13時から 16時まで

( 相談受付は 15時 30分まで）

会場

高知よさこい咲都合同庁舎7 Ｆ会議室　

( 高知市栄田町 2丁目 2-10）

相談担当者

弁護士資格を有する人権擁護委員

司法書士資格を有する人権擁護委員

相談内容

差別待遇、暴行・虐待、いじめ、ＤＶ等、家庭

及び近隣関係等における法律・人権問題に関す

るあらゆる相談

その他

事前予約制です。下記問い合わせ先にてご予約

ください。

相談は無料で、相談内容の秘密は厳守します。

問高知地方法務局人権擁護課

　電話088-822-3503

職務内容
・常勤講師は、公立小・中学校、県立学校の欠員・産休・育休・病級等の補充教員として勤務します。
・非常勤講師は、高等学校の教科・科目の授業時間だけ勤務します。

雇用期間
・常勤講師は、欠員・産休・育休・病休等の補充の期間 ( 最長約 1年間 )
・非常勤講師は、最長約 1年間、週当たり数時間から十数時間まで

資格
採用時において有効な教員免許状 ( 臨時免許状を含む ) を有する者

待遇
・常勤講師の場合：公立学校職員の給与に関する条例 ( 昭和 29年高知県条例第 37号 )に準じて支給し
ます。大学新卒 (22 歳 )で基本給約 20万円、その他通勤手当、期末手当、勤勉手当等諸手当あり
・非常勤講師の場合：時給約 3千円、その他交通費相当額

志願書・募集要項の配布場所
高知県教育委員会事務局教職員・福利課、高知県教育センター本館、東部教育事務所・中部教育
事務所・西部教育事務所、高知東京事務所・大阪事務所・名古屋事務所及び市町村 ( 学校組合 ) 教
育委員会事務局。なお、高知県教育委員会事務局教職員・福利課の下記のホームページから、志
願書等の応募書類の様式をダウンロードすることもできます。http://wwwpref.kochi/lg.jp/
soshiki/310601/

応募方法
募集要項の「応募の手続」に従って、志願書、申告書等を、高知県教育委員会事務局教職員・福
利課に提出してください。

提出期間
令和2年4月当初の採用を希望する場合は、令和元年11月1日 (金 )から令和2年2月14日 (金 )
までの期間内に提出してください。なお、年度途中の採用については、令和 2年 2月 15 日 ( 土 )
以降も応募を受け付けます。
問高知県教育委員会事務局教職員・福利課人事企画担当 ( 石見・大田 )
　電話088-821-4903　〒 780-0850高知市丸ノ内 1-7-52

くらしの悩みごと相談所高知県公立学校臨時教員募集

戦没者遺族相談員の紹介

戦没者遺族相談員は、戦没者遺族の援護の相談に

応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関

の業務の円滑なる遂行に資する業務を行い、もって

戦没者遺族の福祉の増進を図ることを目的として厚

生労働大臣から委託されています。佐川町の戦没者遺族相談員は右のとおりです。戦没者遺族に関

する相談・問い合わせは右記の相談員にお願いします。

委託期間：令和元年 10月 1日～令和 3年 9月 30日

令和元年度 自衛官等採用案内

相談員氏名 住所 電話番号

刈
かりや

谷美
み ち

智 佐川町乙 2625 22-1197

佐川町特設人権相談所第 71 回人権週間

みなさまの家庭や職場、地域社会などにおい

て、セクハラ・ＤＶ ( 夫や恋人などからの暴力 )・

いじめ・児童虐待など、人権に関する困りごと

がございましたら、人

権擁護委員が相談に応

じますのでお気軽にご

相談ください。相談は

無料で、秘密は厳守さ

れます。

日時：12 月 5 日 ( 木 )

　　　10 時～ 15 時 (12 ～ 13 時はお休み )

場所：佐川町役場東庁舎 2F相談室

問町民課　電話22-7707

「世界人権宣言」は基本的人権及び自由を尊

重し確保するために、世界の全ての人々と全て

の国々とが達成すべき共通の基準として、昭和

23 年 (1948 年 )12 月 10 日の第 3回国際連合総会

において採択されました。国際連合は、世界人

権宣言の採択を記念して、採択日の 12 月 10 日

を「人権デー (HumanRightsDay)」と定め、加

盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各

種行事を実施するよう要請しています。

法務省及び全国人権擁護委員連合会は、関係

機関等の協力を得て、「人権デー」を最終日と

する 1週間 (12月 4日から同月 10日まで )を「人

権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴える

とともに人権尊重思想の普及高揚に努めており

ます。



23 広報さかわ　R1.12 22広報さかわ　R1.12

vol.23news

       佐川町甲 1581 （佐川町役場向かい）　 

staff

sakawa.hatsumei.lab@gmail.com������������

「わんぱく」開催されました！

発明クラブ NEWS

映像制作にチャレンジ！

11 月の放課後発明クラブでは、映像制作に

挑戦しました。小道具を使ったり、映像を逆

再生してみたり、自分たちでストーリーを考

えたり。普段見えている世界を映像にすると

どのように見えるか、またどんな世界を見せ

たいかを考えながら映像を撮りました。

発明レポート

レーザーカッター×UVプリンタ
ハロウィンプラカード！

牧野富太郎の仮装で話題になった、加茂の

ハロウィングループの皆さん！ハロウィン

当日に使ったプラカードは、発明ラボで制

作してくださいました。レーザーカッター

で切り出した木に、UV プリンタで柄をプリ

ントしています。素敵な仕上がりですね。

　10 月から 11 月にかけて佐川町内で開催された「わ

んさかわっしょい体験博」。さかわ発明ラボもこの期

間に、体験イベントを開催させていただきました。ご

参加くださったみなさまありがとうございました！

思い出の Tシャツを

時計に生まれ変わらせよう！

電源不要！
ヒノキのウッドスピーカー作り

発明ラボで開催したプログラム

10
27

開催

眠っていた T シャツ生地が時計に！

木の風合いも馴染んでいますね。

11
９

開催

shopbot で加工した木をヤスリがけ。

オリジナル柄をレーザー彫刻して、完成！

今月の税

町県民税（普通徴収）　　第４期

国保税（普通徴収）　　　第６期

介護保険料（普通徴収）　第６期

後期高齢者医療（普通徴収）第６期

納期限までに納めましょう

行政相談
日ごろの生活の中で、官公庁などの仕事

に対して苦情や要望はありませんか。

行政相談委員は皆さまからの苦情や意見・

要望を受け、解決や実現のためのお手伝い

をしています。相談は無料で、秘密は厳守

されます。お気軽にご相談ください。

　◆相 談 日　12 月 23 日 (月)

　◆相談時間　13 時～ 16 時

　◆場　　所　役場東庁舎 2 階相談室

問 総務課総務係　電話22-7700

㈱上野ハーネス
本　　　社　高岡郡佐川町甲 1128-18 ☎️ 0889-22-5502

受付時間　月曜日〜金曜日 9:00 〜 16:00

内職  募集中です！

−電話随時
　受付ています−

自動車電線部品組立作業　簡単な作業です。
至松山

至佐川町
　商店街

至斗賀野

至高知

桜座
サンプラザ

国道 33号線

町民プール

マルナカ

白蓮寮

佐川駅

上野ハーネス
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